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午後  ３時００分 開会 

会 長  それでは、皆様お忙しいところ、また暑い中をご参集いただきましてありがと

うございます。時間になりましたので、第９回の審議会を開催したいと思います。

もう、９回を重ねまして、各審議会委員の皆様方には、それぞれのお立場から非

常に熱心にご検討いただき、誠にありがとうございます。今日、若干の委員の変

更があったように伺っております。その委員の方々にも新たに参画していただき

まして、８回にわたっての審議の蓄積がございますが、それらをベースにしなが

ら、貴重なご意見等をいただけたらと考えております。 

       それでは、変更に伴いまして、事務局の方にお願いをしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

事 務 局  それでは、しばらくの間、事務局の方で進行させていただきます。 

       本日は、別府教育委員長にお越しいただいておりますので、審議会委員の委嘱

状を別府教育委員長からお渡ししていただきます。恐れ入りますけれども、お名

前をお呼び申し上げますので、自席にてご起立をお願いしたいと思います。 

       まず、区議会議員、文教児童委員会委員長、なんば英一様。 

教育委員長  委嘱状。なんば英一様。東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会委員

を委嘱します。平成２３年７月４日、東京都板橋区教育委員会。 

       よろしくお願いします。 

なんば委員  よろしくお願いします。 

事 務 局  続きまして、区議会議員、河野ゆうき様。 

教育委員長  委嘱状。河野ゆうき様。以下、同文でございます。 

河 野 委 員  よろしくお願いします。 

事 務 局  続きまして、同じく区議会議員、田中やすのり様。 

教育委員長  委嘱状。田中やすのり様。以下、同文でございます。 

       よろしくお願いいたします。 

事 務 局  区民委員でございます。中学校ＰＴＡ連合会代表、猪田佳一様。 

教育委員長  委嘱状。猪田佳一様。以下、同文でございます。 

       よろしくお願いいたします。 

事 務 局  赤塚小学校長、小澤高嗣様。今日は欠席でございます。 

       ありがとうございました。それでは、別府教育委員長から一言ごあいさつをい

ただきます。 

教育委員長  皆様、本日は、お暑い中、またお忙しい中を、適正規模・適正配置審議会のた

めにお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。既に８回の審議会を

経まして、ある程度課題もはっきりしてきているところかとは思います。 

       板橋の学校も古いところは１２０年を超えてしまいまして、学校設立当初とは

社会的な情勢、あるいは住宅環境が大きく変わってしまいまして、非常に生徒数

が尐なくなる学校もある反面、生徒がかなり増えている学校もあるということで、

この審議会で色々ご審議いただいているわけでございますので、今後ともさらに

深めていただきますようにお願いいたします。 
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事 務 局  ありがとうございました。それでは、続きまして、人事異動によりまして事務

局にも変更がございました。紹介させていただきたいと思います。 

       まず、学務課長、森下真博でございます。 

学 務 課 長  森下でございます。よろしくお願いいたします。 

事 務 局  続きまして、新しい学校づくり担当課長、田中光輝でございます。 

新しい学校づくり担当課長  田中でございます。よろしくお願いいたします。 

事 務 局  新しい学校づくり担当係長でございます。白石靖子でございます。 

新しい学校づくり担当係長  白石でございます。よろしくお願いいたします。 

事 務 局  最後に、私は教育委員会事務局次長の浅島でございます。どうぞ、よろしくお

願い申し上げます。 

       本日は欠席をしておりますけれども、政策経営部長につきましても渡邊茂に変

更となっております。各委員の皆様には名簿を配付させていただいております。

後ほど、ご確認いただければと思います。別府教育委員長はこの後別の予定が入

ってございますので、退席をさせていただきます。 

       事務局からは以上でございます。ありがとうございました。 

会 長  ありがとうございました。退任されました委員の方々には、本審議会で大変熱

心にご検討いただきました。ありがとうございました。これからは、また審議会

の外でご協力をお願いしたいと考えております。 

       それでは会を進めてまいりたいと思います。本日は、板橋第亓中学校長の小川

委員と、先ほど出ました赤塚小学校長の小澤委員のお二人は欠席でございますが、

大原委員は後ほどまたお見えになるということでございますので、審議会は成立

していると確認したいと思います。 

       それから、今日は傍聴の方はいらっしゃらないということです。 

       それでは早速でございますが、１月２７日に開かれた第８回の審議会の会議録

につきまして、事務局からご報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

事 務 局  それでは、私から、第８回審議会の報告をいたします。 

       資料１が平成２３年１月２７日に開催されました第８回審議会会議録でござい

ます。各委員の皆様には事前に送付させていただきました。内容をご確認いただ

きまして、訂正等、必要な箇所がございましたら、事務局まで連絡をお願いいた

します。特に訂正など必要ないようであれば、この内容にて区のホームページに

掲載させていただきます。 

       それでは、会議録の内容につきまして確認をさせていただきます。概要につき

まして資料２にまとめさせていただきましたが、私の方から、幾つかお話をいた

します。 

       前回、第８回は適正配置を論ずるための区域といたしまして中学校区を考えま

した。小中連携教育ブロックと中学校区域を組み合わせた地図をもとに審議いた

だきました。この小中連携教育に関してのご意見を多数いただきました。小中連

携教育をしながら、その中学校に進学できないことへの弊害についての確認があ

りましたが、事務局から、小中連携教育は教育ビジョンに掲げるものに向けての
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取り組みであり、各校の内容に大きな違いはなく、特に大きな問題はないという

認識をしている、検証は今後を待つというような説明をしております。 

       また、検討する区域につきましては、中学校ブロックの方がすっきりしている

のではないかという意見がございました。しかしながら、中学校ブロックで区切

った場合の地域活動への影響等の懸念がございまして、次回、つまり、今回の審

議会までに論点整理、資料づくり、データなどを小委員会に委ねたところでござ

います。 

       小中連携教育のほかにも、学校選択制の状況確認や、そのあり方について様々

なご意見をいただきました。小中連携教育、学校選択制と合わせまして、学校改

築等につきましても、検討を進めるに当たっては念頭に置かなければならないだ

ろうというような意見もございました。 

前回の審議会の内容につきましては、雑駁ではございますが、以上とさせてい

ただきます。 

会 長  それでは前回の審議会の会議録の内容についてご報告をもらったわけですけれ

ども、何かご質問、あるいは訂正等がございましたら、ご発言をお願いいたしま

す。ございませんでしょうか。 

（なし） 

会 長  それでは、この会議録につきましては、本件の資料の内容についてのご承認を

いただきたいと思います。では、区のホームページで公開するように事務局の方

で手続を進めていただきたいと思います。お願いいたします。 

       続きまして、第８回から第１０回の小委員会の報告を、資料３に基づきまして、

小委員会委員長よりお願いします。 

委 員 長  今ご説明がありましたように、前回の審議会から本日の審議会の間までに３回

の小委員会を行ってまいりました。具体的には、３月２８日、５月２０日、６月

１４日でございます。 

       この３回の小委員会で私どもが何をやってきたか大きく申し上げますと、１つ

はこれまでの審議会で出されました様々な課題を整理いたしました。様々な課題

が委員の先生方からも色々出されまして、集約いたしますと今日お手元にござい

ます、資料４「適正規模及び適正配置審議会の審議経過」のⅡ番、適正配置を検

討する上での課題が１番から７番まで示されております。その辺に課題が集約さ

れるということで、小委員会でも課題を一つ一つ押さえながら、今、板橋区の置

かれている現状を確認させていただきました。 

       次に協議したことは、今後の審議会の方向性といいますか、この審議会の役割

といったことにつきましても色々と議論を交わしました。「審議会委員手持ち資

料１」という資料がお手元にございますか。ここに、第８回の小委員会、９回、

１０回のそれぞれの協議の内容が示されております。 

例えば２ページ目１０番、地域センター区域で見てどうか、あるいは中学校通

学区域で見てどうか、様々な検討をしたわけですが、地域によって上手くいく場

合もあるし、上手くいかない場合もある。通学区域の変更を含めて、問題となる

箇所に一つずつ当てはめてみるしかないのではないか、とても一つのパターンに



4 

集約できる問題ではない、そういう意見も出されました。第９回に当たりますが、

資料４ページ目６番目の意見、まず緊急に対応すべき地域と中長期的な視点で対

応を考える地域、学校を明らかにしていく必要があるだろう。それぞれの地域の

課題となる、ある程度現実的な解決策を審議会が提示していけるといいというよ

うな話も出ました。仮に地域に検討会を置くとするならば、そこにガイドライン

的にそれを示して、検討に資する資料を提供していくのも一つの役目ではないか、

そんなことも出されたわけです。それから、６ページ目２３番、まず審議会で区

として大きな原則をかぶせて大規模・小規模について標準となる目安を作ってき

たわけです。そうしますと、ある程度、問題となる地域の洗い出しはできるだろ

うから、それについて幾つかの情報を提供していく、そういったことも小委員会

の役割として大事なのではないか、そういうことも話し合ったわけであります。

７ページ目５番、小委員会において、具体的・客観的なデータに基づいた事例検

討あるいは研究をしてきたので、審議会に客観的なデータを示すことは意義のあ

ることだと感じるということです。 

       この３回の小委員会で、私どもは、問題のある地域がある点に絞られてきまし

たので、全体に枠を掛けて検討することは非常に難しいので、一つ一つの事例に

ついて事例研究をしてみて、それを検討することによって何か一般化できる改善

策が見えてこないか、そんなことも検討したわけであります。そして、７ページ

目９番に書いてございますけれども、これまでは色々と小委員会からこの審議会

に全般的な数値を提供してきましたが、今回はその事例検討をいたしましたので、

ある程度、地域を焦点化したところの数値を、シミュレーションの客観的な資料

として今日お出しして、委員の先生方から色々なご意見をいただければありがた

いのではないかということで、今日、資料を調えさせていただいたわけでござい

ます。 

       小委員会で課題が見えてきまして、ある程度絞られた地域というのが、今日の

資料６になります。これが今日の審議会の中心資料になろうかと思います。私ど

も小委員会は、あくまでも事例研究でございまして、問題があると絞られてきた

地域、学校、それをパターン化いたしますと、３モデル４地域ということになり

ます。 

       具体的に申しますと、１つは「事例検討１」とありますが、学校が密集して小

規模化が進んでいる地域、板橋第三中学校グループ、これについて検討してみる

必要があるのではないかということで、様々な客観的なデータを提供させていた

だきました。この中では、例えば、この学校とこの学校を統廃合したらどうなる

か、そういうシミュレーションもさせていただいております。そういったものか

ら何が読み取れるか、どういうふうに改善していけばいいのか、そういうご意見

をいただければと思います。 

       ２つ目の事例は「事例検討２－１」、望ましい規模を下回りまして早急な対応

が必要な学校として、大山小学校を事例として挙げて、今後の児童数の推移です

とか、あるいは大山小学校近辺の学校との関係を様々な形でシミュレートしてお

ります。 
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       ３つ目が「事例研究２－２」、これも早急な対応が必要な学校として、志村第

三小学校の事例について検討させていただきました。 

       最後の事例は「事例検討３」、１９ページに載っていますけれども、逆に隣接

校との距離が離れて大規模化が進んでいる地域。下赤塚・成増地域センター地域

とか、赤塚第三中学校ブロック、こうところをピックアップいたしまして、この

３回の小委員会で事例検討をしてきました。 

       私どもの望むところは、こういったところを切り口にして、今後の板橋区が適

正規模・適正配置を考えていく上で何か有効な方策が見出せないか、ということ

でございます。そこを目指して、検討してきたというところが、この３回の小委

員会の検討の経過でございます。何か、小委員会のメンバーの方で補足・修正等

がありましたら、よろしくお願いしたいと思いますが。 

会 長  ありがとうございました。小委員会のメンバーの方で補足等がございましたら

出してください。ございませんでしょうか。では、先生、ありがとうございまし

た。今の小委員会の報告について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

       第８回から第１０回にわたって、小委員会の委員の方々が非常に熱心にご検討

いただいたように伺っております。また、資料等でも、かなり詳しい、様々な形

でのシミュレーション、事例検討等をなさったようでございますが、何かご質問

等があればお受けいたします。 

委 員  今、３つの事例をご紹介いただきました。そして、この３つの事例について、

まず、教育委員会として、これからどうしようという案を持っていらっしゃるの

か、持っていらっしゃらないのかということをお聞きしたい。それから我々が審

議しているわけですけれども、これを地域におろしたときに、どういうおろし方

を考えていらっしゃるのかということをお聞きしたい。それから、私が一番危惧

しているのは「審議会でこういうふうに決めました。決めたから、地域の人はこ

れに対応してね」という形になるのを危惧しております。 

       学校の統廃合とか適正配置については、私どもは、もう５年以上も前から、京

都市に行きまして、適正配置の方をどうするのかということで、ずっと視察等を

して学んできた経緯があって、それを議会でもフィードバックしております。京

都では、最終的に地域の方に決めてもらうという手法をとっているわけです。そ

れから、政治家はそこには口を挟まない。地域の人たちでしっかりと議論して、

検討してもらって、そして、いい結論を出す。その結論を出すためには、小中一

貫にしてもらいたいとか、こういうエコスクールにしてもらいたいとか、そうい

う地域の要望を聞いて進めていく、こういうやり方をやっているわけなのですけ

れども、最終的に地域との乗り合いみたいなものについては、どういう進め方を

考えていくのかということについてお聞きしたいと思います。 

会 長  ありがとうございました。１つは、教育委員会の案があるのかどうか、あるい

は、地域にどう、この資料をおろしていくのか、あるいは結論をおろしていくの

かということについてご質問があったわけでございます。また、話の中で、京都

方式のことも話題になりました。本審議会でも、京都方式について大分検討して

資料もいただいたわけでございます。今までも話は出ているのですけれども、委
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員が変わっておりますので、これは小委員会のお立場というよりは、教育委員会

の方から大まかなところだけでもお答えいただけたらと思います。 

       小委員会のお立場では答えにくいかと思いますので、大体の方向はこういうも

のだということでお答えいただければありがたいです。 

事 務 局  今回の資料６のところで実際にこういう具体的な事例を出させていただいたわ

けなのですけれども、今回の資料におきましては、児童数の推移であったり、学

校の規模であったり、入学率の推移であったり、様々な観点からのデータをお示

しした中で、今後この審議会などで審議をいただいた中で、１つの道筋というか

方策の糸口がつかめればいいなと現時点では考えております。個別の一つ一つの

事例につきまして、現時点ではこういう方向で進めるという具体的な方策は考え

ていないというのが現状です。 

会 長  ありがとうございます。あくまでもこれは材料、資料としてこういうことも考

えられるとか、こういうことを参考にしてもらえたらということで、小委員会で

事例の検討材料としてお示ししたということでございますね。そのように考えて、

ストレートにそのままおろすということではないと私は伺いましたが、それでよ

ろしゅうございますね。 

       ほかにいかがでしょうか。もし、なければ、先に進んでいきたいと思いますけ

れども。若干、小委員会からのご説明もありましたけれども、事務局で準備して

いただいた資料がありますので、再度、一括して説明をいただきまして、これら

の資料について質問等を含めて後でまたご意見を伺いたいと思います。事務局か

らお願いいたします。 

事 務 局  それでは、残りの資料に関しまして説明させていただきます。 

       まず、資料４でございますけれども、前回の審議会から時間も経過したことと、

審議会委員の皆さんの入れ替えがあったということなどから、これまでの審議の

確認も含めまして用意させていただいたものでございます。 

       こちらの資料Ⅱのところですが、こちらの中では、これまでの審議の中で、今

後検討する上での課題を７点挙げております。 

       それから、２ページのⅢになりますけれども、これまでの合意事項というもの

も記載しております。それは、もう一度確認ですけれども、今回の答申では、ま

ずは子供たちの教育環境の改善、教育条件の整備を第一に、学校と地域の連携が

推進する学校配置となるような基本的考え方を構築していくとしております。 

       また、望ましい規模を共通認識として持ちました。望ましい規模を下回る場合、

上回る場合、これらの考え方につきましては、課題、検討するべき事項があると

いう状況でございます。 

       それから、３ページ目の４ですが、こちらは先ほどの小委員会の報告でもあり

ましたとおり、小委員会の検討の中で浮き上がってきました、課題を抱えた特徴

的な地域・学校を抽出することといたしました。この編成は下段に示します３つ

の具体的な現象があります地域・学校について検証していただくということにな

ってございます。この特徴的な地域・学校のデータにつきましては、資料６にま

とめております。 
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       続きまして、資料５－１につきまして、平成２３年５月１日現在の小学校在籍

児童数でございます。特に、先ほどからの話にも出ておりますが、１年生の児童

数につきましては、No.4の志村第三小学校が１年生６名、No.30大山小学校につ

きましては５名という状況になっております。 

       資料５－２につきましては、同じく平成２３年５月１日現在の中学校の在籍生

徒数でございます。 

       資料６につきましては、先ほど小委員会報告の中でご説明をいただきましたの

で、詳しくは省略をいたしたいと思います。 

       それぞれの地域・学校について児童数の推移、学校規模、入学率の推移、統合

した場合の将来予測など、多くの観点から実データを基にシミュレーションして

お示しさせていただいております。 

       資料の説明については以上でございます。 

会 長  ありがとうございました。それでは、かなりボリュームが多うございますけれ

ども、資料につきまして何かご質問、訂正等がありましたら出してください。一

括して、資料全部で結構でございます。 

       資料４につきましては、今までの審議経過でございますので、第１回から前回

までの審議経過、論点整理を事務局の方できれいにやっていただきまして、非常

に分かりやすくなったかと考えております。 

       何が話し合われ、何が課題になったか、何がある程度のまとめができたか等に

ついて書いてございますので、今期新しく加わられました委員の方々も、またこ

れをご参考にしていただければ幸いでございます。では、何か、ほかにご質問は

ありませんでしょうか。 

委 員  資料５－１の小学校在籍児童数というところですが、これは単純に割り返せば

いいだけの話ですけれども、１学級にすると、板橋の場合には、平均とすれば何

人ぐらいになっていますでしょうか。すぐデータが出ますでしょうかということ

と、中学校も同じように、１学級の学級数の子供の数がどのぐらいなのかという

こと。それが通常の学級の場合だけのとき、特別支援学級などもあろうかと思い

ますけれども、総児童数に対して１学級当たり何人ぐらいの子供になるのかとい

うことを出していただいて、そして、それが国の数とどう違うのかということに

ついても合わせてお示しをいただけるとありがたいと思いました。 

会 長  これは、事務局で出ますか。もし、数値をお持ちだったら。 

委 員  １回目の審議会のときに資料１０としてお付けした小学校の学級数・児童数の

２３区比較に小学校・中学校ともに出ています。それは前年度の数ですので、こ

の５－１、５－２の資料とは数が違ってくるかと思いますけれども、２３区で比

較したときに、板橋の場合は１校当たりの学級数が13.9。それから、１校当たり

の児童数417.2。１学級当たりの児童数31.1。それは、23区で平均してしまいま

すと、ほとんど変わらない。23区平均ですと１校当たりの学級数が13.7。１校当

たり児童数が409.3。１学級当たりの児童数が31.0というのが２３区の小学校。 

会 長  ほとんど変わらないですね、31.0と31.1ですから。 

委 員  ほとんど変わらないです。 
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会 長  これは小学校ですね。中学校は。 

委 員  中学校もほとんど同じでして、中学校の場合、板橋区の場合は１学校当たり11.

8クラス、１校当たり生徒数が381.12、１学級当たり生徒数が34.5人です。それ

が２３区の平均ですと、１校当たり学級数が10.5。１校当たり生徒数が339.9。

１学級当たりの生徒数が34.2ですから、これも余り大きな差はない。かえって、

１校当たり生徒数は２３区平均よりは大きいというのが。 

会 長  ありがとうございます。中学校の方が34.5、２３区平均が34.2ですから、微妙

なものですね。ありがとうございました。第１回の資料を私も持っていなかった

もので失礼しました。 

委 員  私も今日は間が空いたものですから、前のものを調べながら今回の資料を見て

みたのですが、そういう基礎的なデータをきちんとしておく必要があるというこ

とが１つと、それから、小委員会が大変よくまとめて下さっている。まとめをし

たり、あるいは審議会から出した問題点に対してきちんと答えてくださっている

ということで大変ありがたいと思っています。 

       私は全然板橋に関わりがない人間なものですから、余計、数字でものを見よう

と考えたのですけれども、今回の中でまず大きく見て、小学校が５３校、中学校

が２３校、まずこの数が人口比などから考えてどうなのかということです。 

       学級数、１学級当たりの３１．何という数字については、私たちのこの委員会

で大体２０人から３０人を指標の目途にしましょうということからいくと、恐ら

く、尐しは多いけれども、まあ許容範囲の中に入っているし、２３区の中でも平

均的な立場だと。ですから、学校数から考えると、私は、今小学校５３校という

けれども、５０校プラスマイナス２ぐらいがちょうどいいところなのかなという

考え方をしたのです。 

       それから中学校は、根拠はないのだけれども、小学校の大体半分ぐらいと考え

ると、２５プラスマイナス２ぐらいかなと考える。そうすると、今２３校ですか

ら、プラスマイナスの中には入っているのだけれども、もしかすると、もう１つ

ぐらい増やしてもいいのかなという感覚を持ったのです。 

       そういう中で、この小委員会の今回の報告を見ていて私が非常に関心を引いた

ところは、資料４の２番のところです。二極化する学校規模というところです。 

       この二極化するのが、大変大規模が出てくる反面、方や小規模が非常にはっき

りと出てきているということがこの小委員会の方の報告からも言えるし、先ほど

のデータから見て言えるなと思ったのです。 

       ですから、平均は確かに３１なのだけれども、もっと学校数が尐なくても、要

するに学級数が尐なくなっても平均は下がる可能性があるということで、小学校

の適正規模ということから考えて、どこの学校がどうということではなしに、こ

の間、話し合いの中で出たように、１学級２０人から３０人ぐらいいた方が学級

としての授業の活気だとか教育の活動が充実するということを考えると、２０人

というのを１つの基準に考えていく必要があるだろう。２０人ということを考え

ていったときに、２０人以下の学級で、しかも、本来住んでいる人たちが２０人

以上いるにもかかわらず１学級の人数が２０人を割ってくるような、それも２年、
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３年連続して割ってくるようなところについては慎重に考えていく必要があると

いうことを、この小委員会の報告を見ながら、このデータを見て考えたわけです。 

       ですから、今回、小委員会で小学校が尐子化しているクラスを取り上げて資料

６とし、さらに大山小学校のことを取り上げて事例研究をされ、なおかつ大規模

校の傾向が出てくる地区のことを検討される提言がなされているということにつ

いて、小委員会の人たちの先見性のある提案ではないかと思いました。 

       教育というのは、ご承知のとおり２０年、３０年、本当は１００年考えたいけ

れども、３０年はスパンとして考えておく必要があるだろうと。そうしたときに、

大きな枠で、学校数が適切なのかどうか、そこに入っている子供の数が適切かど

うか、その子供たちが本当に今後減尐傾向をしていくのか。地域住民がいるにも

かかわらずほかに逃げていくとしたら、これは何か課題があってそれは考えてい

かなければいけないし、また、これから集合住宅のようなものができて人数が大

規模化していくのであれば、適切に小中学校なりというものを考えざるを得ない

のではないか。これは、すぐにどうこうしろということではなしに、１０年、３

０年というスパンで考えたときに、そういうことがあるので、是非、今回の小委

員会の提案の、資料１と資料２あたりを順番に皆さんでお話ができたらいいなと

私は思った次第で、意見を述べさせていただきました。以上です。 

会 長  ありがとうございました。非常に広い視野からお考えをいただきまして、参考

になりましたし、また、私どもがずっと検討してきた中での小規模学級のありよ

うの１つのヒントをいただいたような気がいたします。 

       なお、このことについては、また小規模校等で具体的に、色々と前の回でも話

題になったかとも思います。例えば住民票にはちゃんと２０人以上いるのだけれ

ども実際ふたを開けて、学校に来るのは２０人いないとか、足りない、その人数

に満たない。どうも、ほかの要素があるのではないかということも話題になった

かと思います。その辺のところも今日の資料６で大変詳しく、また１つの例とし

て出していただいておりますので、それらを基にしながら、これから先も検討し

ていきたいと思っております。 

       ほかの資料についても検討してはいかがという提言もあったのですが、それら

も踏まえながら、皆さん全体としてご意見等がありましたら出していただけたら

と思います。 

委 員  初めてなもので、資料を拝見させていただいて、過去の議事録を拝見させてい

ただいています。基本的な方針というか考え方で、過去の審議の中で中学校を再

配置の基本として考えてみたけれども、なかなか１つのパターンに収まりきらな

くて難しかったという記述がありました。 

       議事録の中で「サブファミリー」とか色々書いてありまして、私も中学校が基

本になって、サテライトで小学校があって、全て小学校と中学校の区域が一致し

ているというのが本来は理想かと思うのですが、実際はそうはなっていない現状

も地域の実情で分かるのですけれども。行政として、その辺をどうお考えなのか、

理想としてはどのあたりがいいのか。要は、中学校ベースで再配置という検討を

なされたようで、私はその方針がいいと思っているのですけれども、小中連携の
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教育という推進から見て、まず見解を確認させていただきたいのですが。 

会 長  中学校区をベースにした適正配置等についての検討もやってきたわけで、例え

ば北区の例なども挙げてみたわけです。ただ、北区の場合は学校数が尐ないとか、

色んな事情があったようで、色々と区によっての実態等の乖離もあって、板橋区

として、そのまま即当てはめることはいかがなのかというご意見もあったように

覚えておりますけれども、事務局の方で何か、今のご質問についてお話、ご説明

はありましょうか。 

事 務 局  特に前回の審議会のところでは、各中学校に中学校の区域を出しまして、その

中学校ブロックの中にある小学校の学区域と重なったところの色分けなどをしな

がら、ずれといいましょうか、そういったところを表して検討したところです。

特に昨今では、小中の連携等という状況であれば、ずれというものがいい形では

ないと考えております。ただ、前回の話の中でもありましたが、小中連携だけを

考えれば、中学校に慣れていただく、小学校との橋渡しという役目があるという

観点がございます。その学校に行くという連携は、個々一つ一つの中学校のブロ

ックを見ていくと様々な問題点が余りにも大き過ぎて統一的には対処ができない、

なかなか難しいのではないかという考えでおります。 

会 長  ありがとうございます。それから、中学校区だけで考えてみると、板橋区の場

合は地域センターとの絡みもあるのです。１つの学校の中に色んな複数の地域セ

ンターが関わってくる。その辺の区切りといいましょうか、仕分けがなかなか難

しいということもあったように聞いておりまして、そのような意見が色々出たと

いうことでございます。どんなことが出たか、細かいことについてはもとの議事

録を再度確認しなければいけないのですが、もう１回遡ってご覧いただけたらあ

りがたいと思っております。 

      ほかに、まだ事務局で追加することがございますか、なければ先に進みますが、

よろしゅうございますか。 

委 員  具体的な議論に入る前に、方針を確認したかったのですが。各論に入ると、人

数が減ってしまっているので、通学の区域を尐し広げれば多尐入ってくるので、

それで数年間はもつとか、どうしてもそういう議論になっていってしまうと思う

のです。それはもちろん大切ですが、ポリシーとして、どういうふうに進んでい

くかというのは、今日、結論はいいですけれども、今言ったように、私は中学校

の学区域を中心に、できるだけそれに近づけていくような小学校の配置というの

をしていく。これは、先ほど言ったように１８個の地域センターと２３個の中学

校もできるだけ私は統合していくべきだと思っています。 

       蛇足ですけれども、区の方でやる地域会議というものも、極論ですが、私は１

８個の地域センターでやるのではなくて２３個の学校の中に置いてしまった方が

よっぽどすっきりするのではないかと思っているぐらいのものですから、学校の

この再配置というのはとても大切なものだと考えています。 

       町会は学校より昔から自治組織であったわけですから、町会の組織をどこで線

を区切るというのは行政の方から言えないと思います。けれども、町会が２つに

分かれてしまっている学区域もあるわけですから、本当は、そういうところを上
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手く学校の学区域をベースに、行政の仕切りも町会の仕切りも上手く融合できれ

ば一番いいのだろうと思っているということだけをお伝えしておきます。 

       その中で具体的な各論をお聞きしたいのですけれども、時間の関係もあると思

うので、全てまとめて聞きます。最初に板橋区立第三中学校ブロックのところで、 

      ２極化が進んでいるということで、板橋区立第九小学校はどんどん減っているの

に板橋区立第一小学校はどんどん増えていて、２ページの資料６のところを見て

も、板橋区立第九小学校に行く子供たちが板橋区立第一小学校に行っているとい

うのは明らかになっています。 

       そして、板橋区立第八小学校と中根橋小学校も、板橋区立第八小学校がどんど

ん減っている中で、中根橋小学校に行っているというのが明らかなので、なぜそ

ういう傾向になってしまっているのか。行政の方で認識している見解をお聞きし

たいというのが１点です。 

       次は、早急な対応が必要な学校ということで大山小学校です。この大山小学校

は地域的な背景もあると思います。団地がいっぱいできて、高齢化していって、

子供たちが減ってしまったという背景は聞いているのですけれども、それにして

も、この入学率の１０．４％というのは非常に低いと感じます。これも、大山小

学校に本来通う通学区域の児童たちがどこに行っているかと見ると、板橋区立第

亓小学校、板橋区立第六小学校、板橋区立第十小学校という、地域のほかの小学

校に行っているわけで、なぜこういう状況が存在しているのか。私は、特別支援

教育は地域の偏在なく、板橋区全地域でしっかり支えていくということが必要だ

と思っていて、特別支援室の設置なども必要だと思っています。大山小学校の場

合、固定の特別支援学級がありますが、これが影響しているのか、していないの

かという認識をお聞かせいただきたいというのが２つ目です。 

       もう１つ、志村第三小学校もなぜ減ってしまっているのか、これも、特別支援

の問題の影響があるのか、ないのかという認識をお聞かせいただきたい。 

       最後にもう１点です。子供たちが増えていっている学校ということで、これか

らの予測を見れば、下赤塚小学校、成増ケ丘小学校がどんどん増えてきますので、

赤塚第三中学校の受け入れが難しくなるだろうというところも容易に想像できま

す。ここには入っていませんけれども、成増小学校の子供たちも増えている。本

当に、どんどん新しいマンションなどが建って増えている地域です。今後、学校

の定員が難しくなるだろうということが容易に想定されるのですが、この地域に

学校をつくることが果たして可能なのか。土地の取得も含めて、その辺をお聞か

せいただければ。以上です、長くなりまして恐縮です。 

会 長  いくつか各論で具体的な話になっておりますが、これは小委員会として、あく

まで資料として提出したもので、こういうこともご検討いただくと問題を浮かび

上がらせることができるという意味ではいいのではないかと思います。 

       今、ご質問のあった点が何点かございますが、これも過去に色々と話題になっ

てきたことではなかろうかと思います。事務局から、もう一度可能な範囲でご説

明いただければ。 

事 務 局  まず、学校選択制などで、住民基本台帳上の入学予定者が他の学校に出ていっ
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てしまうという点ですが、教育委員会では学校選択に関するアンケートなども実

施しております。その中で、区域外の学校を選んだ理由は、１つに学校の近さや、

通学のしやすさであったり、友人や兄弟が通うという理由が主になっております。

選択の理由としては、そのような形で認識しております。 

       ただ、どうしても学級数の多さ、学校の規模については、選択の要素の１つに

なっています。アンケートの学校を選んだ理由の中には、児童数が多い、尐ない

という項目もありまして、児童数が多いという項目でアンケートを回答していた

だいている方も決して尐なくないという状況でございます。 

       個別具体的な大山小学校の特別支援の部分ですけれども、特別支援につきまし

ては、板橋区ではご承知のとおり、拠点方式ということになっておりまして、資

料５－１あたりを見ていただいても、志村第三小学校であったり、お話のあった

大山小学校であったり、現実的には施設に比較的余裕のある学校が拠点となって

いる状況がございます。 

       教育委員会としては、学校を選ぶ上で心理的も含めて、特別支援教育に大きな

影響を受けているという認識は持っていないという状況です。ただ、地域センタ

ー等で、地域の考え方なども聞き取りなどをしてみますと、児童数が尐ない中で

固定級がありますと、通常学級と特別支援学級が同じような人数で学校運営が進

んでいて、そういった人数比の部分では問題というか、どうしたらいいのだろう

かという考えをお持ちであるという話は聞いたことがございます。 

       それから、赤塚地域の学校につきましては・・・。 

委   員  新設する可能性というのはあるのですか。 

事 務 局  過去の審議会の中で、学校新設についてはどのような取り扱いをしていくかと

いう議論、審議も確かにございましたので、そういった意味では、この審議会の

中でそういったものも視野に入れてという答申を出すことも１つの選択であろう

かと思います。ただ、区の取得も含めて、地域の中での土地のありようという意

味では、現在のところまだ確固たる判断はできない状況です。以上です。 

委 員  補足させていただきます。赤塚地域の学校の増設については、必要性としては、

四葉あたりに１校あったら本当にいいなというのは、数値から見ても、動きから

見ても非常に感じるところです。現実の問題から言うと、学校は１万㎡以上の土

地がないとできませんが、土地自体が出てこないでしょうし、今の財政状況の中

で取得はなかなか難しい課題かと思います。 

       それから、特別支援学級と普通学級の関係ということですけれども、数値的に

見ていった限り、大山小学校に関しては、特別支援学級が入った後、子供が減っ

ているという傾向はあるのかなと思います。志村第三小学校に関しては通級学級

ですので、数値的にも出ていないです。ただ、特別支援はブロックで全区にちり

ばめるように配置していますけれども、ほかの学校を見ている限りでは、特別支

援学級があるから人数が減るという実態は出ていないです。特別支援学級が、そ

この学校の特色ある教育という形の中に本当に上手く溶け込んでいるという学校

が結構あります。 

       大山小学校については、そこのあたりが地域の方にすごく心配をされていると
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いう声が聞こえてきているのですけれども、私が大山小学校を見る限りでは、区

内でも本当にいい交流教育がされていると考えています。 

       志村第三小学校についても、大山小学校についてもそうですけれども、単級に

なってしまって、１学年１クラスになってしまうというところで、親がなかなか

選んでくれないということの方が大きいのかなと思っています。 

       それから、板橋区立第一小学校と板橋区立第九小学校の関係から言えば、板橋

区立第九小学校の子供は、去年非常に減ってしまって、今年、また増えたという

形です。板橋区立第九小学校から板橋区立第一小学校へどんどん行くという状況

とは違うかなと考えています。 

委   員  平成２２年度だと、板橋区立第九小学校から板橋区立第一小学校へ１８人行っ

ているのです。 

会 長  ありがとうございます。非常に具体的なものが資料に出てきますので、またお

考え等も出てくるかと思います。 

       これまでも、例えば資料４で審議経過の中で論点整理をしていただいているの

があるのですが、それのⅡでも、地域と学校の連携の問題ということから適正配

置をどうするかということで、従前も、「中学校区域で適正配置を考えたらどう

か」とか、「いや、地域を重視しなければいけないから、町会・自治会を基にし

た地域センターの区域をベースにして考えなければいけないのではないか」とか、

色々と話題になったわけで、そのときに、それに付随しまして色々、今出てきた

ようなお話なども複雑に絡みまして、総論的なものと、各論との間で色んなギャ

ップが出てまいりました。それがあるからこそ、また、この審議会も大事なので、

それをどう克服していくかということも大切かと思っております。 

       その辺のところが、この資料４のところでも、端的に数点にわたって、１ペー

ジのⅡのところに書かれておりまして、もう一度確認しておきたいし、それから

２ページの合意事項、これらももう一度また確認しておくことが大切かなと思っ

ております。 

       ともあれ、適正配置等についても、中学校区域をベースにして、さっきも「サ

テライト」という話がありましたけれども、そういうふうにやったらどうだと。

それをやっていくと、また、なかなかうまくいかない部分が出てまいりまして、

かといって、先ほど言った地域センター、町会・自治会をベースにしたら、これ

も難しい。 

       一方では、今日の世の中で、地域というもののありようはどう考えたらいいの

か、地域という概念をどう捉えたらいいのか、それを教育に生かす、あるいは地

域住民と地域との関係はどうなのか、あるいは学校というものが、こうやって大

震災のようなことが起こりますと防災拠点としても非常に大きなウエートを持っ

てくる。では、コミュニティセンター的な学校としてどうあるべきかということ

も出てくるだろう。 

       そういうことで、なかなか一筋縄にいかない部分がありまして、それをどうや

っていくか、皆様の英知を集めていきたいと思っております。 

       そんな中で、先ほど坂東小委員会委員長からお話があったように、なかなか１
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つの方針に集約するのは難しいので、とりあえずということで先ほど３つの例が

ありました。課題を抱えた特徴的な地域や学校ということで、この３つが上がっ

たというわけでございます。先ほども小委員会委員長のお話にもあったように、

これをこのまますっぽりストレートにおろすということではない。これらを基に

して、こういう課題を抱えた地域や学校に、何か一般化できる改善策をお互いに

模索していったらどうかという意味合いがあって出していただいているものだと

いうことです。そうではありますが、具体的な事例が出ておりますので、それは

全く捨象して一般化というだけではいかない部分がありますけれども、あくまで

も１つの一般化の改善策の例として出ているということで、またご意見をちょう

だいしたいと思います。折角でございますので、どうぞ。 

委   員  どうしても、こういう数値が出てきて、統合した後の数はこういうふうになり

ますと出てくると、そこばかりに意識がいきがちなので。発想を変えて、いわゆ

る魅力ある学校づくりということで、この３つのカテゴリーができたわけですか

ら。特に、児童・生徒がほかの学校に行っている学校において、魅力ある学校づ

くりということに取り組んだ事例ですとか、また、そういうことに取り組める施

策というものを議論して、チャレンジするような提案を出すべきではないかと。

どうしても、数字だとか数の話ですとか、また学校区域の話になりがちだと思う

ので、小規模校については、是非、魅力ある学校づくりの施策ということで何か

事例がありましたらご紹介いただきたいと思いますし、そういうものがなければ、

審議会としてチャレンジするような提案を出すべきなのではないかと私は思いま

すけれども、それについてお答えをいただけましたらと思います。 

会 長  ほかの委員からも、ご意見は。 

       適正規模とか適正配置というと、どうしても数、何人がいいかという問題にな

ってまいります。配置も偏在しているとか云々もありますし、あるいは大規模校

になってしまう。どうしても数でいきがちになるのだけれども、今、ざっくばら

んに言ってしまうと、逃げるような、子供が行かない、他の学校に行ってしまう、

そういう学校ではなくて、もう尐し魅力ある学校づくりなども考えたらどうかと

いうお考えも出たのではないかと思うのです。 

       この辺のところは、これから先、小規模校が魅力ある学校になり、多くの児童

・生徒を集めてくるためにはということになったときに、これから５年、１０年

先まで考えていかなければなりませんが、そういう長期的な、時間的なスパンを

考えながら、ご意見があれば出していただけたらと思います。いかがなものでし

ょうか。これは大事なことですので意見を出していただけたらと思います。 

教育内容とも関わってくるだろうし、学校経営ということに関わるものですか

ら、この審議会の中で扱うのに、なかなか手に負えない部分もあろうかと思うの

ですが、その辺も含めながら、審議会としてはどうなのかということのご意見が

あったら出してもらえたらと思います。 

委 員  今、委員が言ったことは大事な、まさに学校の特色というか、そのことが学校

選択制の根本だったわけです。今は話に出なかったのですが、私も志村第三小学

校の出身ですから状況が分かるのですが、ここの場合、最大の理由は、公務員住
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宅が北区から移転してしまって、今は東洋大学のスポーツセンターができました

が、これが最大の理由です。あのまま公務員住宅が残っていれば、間違いなく、

志村第三小学校は小規模校になっていないと思います。 

       ですから、最大の理由はそれですが、それプラス風評被害です。志村第三小学

校の場合はこれが非常に大きかったです。学校がなくなるような話が広がってし

まいまして、結局、選択制より風評被害が上回ってしまったと、私はそう捉えて

おります。 

       これは非常に難しい問題で、以前、○○議員のときに、大山小学校もそういう

状況だと聞いています。当時の状況は私もよく分からないので何とも言えないの

ですが、選択制をきっかけにして、そういう傾向になってしまって、阻止するも

のがなかった。最初の場合は、プラス公務員住宅の移転問題が輪を掛けてしまっ

たというのが最大の原因でして、それを上回る、補える要素がなかったというの

が最大の理由です。 

       ですから、教育委員会は風評被害に対して、逆にどういう行政指導をしてきた

のか、それだけ今回はお聞きしておきたいのですけれども。 

会 長  この辺の中身は難しいところで、適正規模・適正配置の問題で、特に配置に関

わって風評被害がある。実は、これは結構、保護者の皆さん方には大きい要素だ

と思うのです。ただ、結果としてそうなることはあると思うのですが。 

       これについて、教育委員会で何と説明するか、難しい部分があると思いますし、

学校の校長たちも経営者のお立場もあるだろうし、そういうご意見もあるかと思

いますけれども、なかなか難しいのですが、お答えできる範囲でと思いますが。 

委 員  風評被害についてどうしたかということではなくて、○○議員がおっしゃって

いたような、学校選択制になって特色ある学校づくりができていないのではない

か、そのために人数が減ったという認識は、私はずっと学校を見ていまして、違

っていると思っています。 

       今、小規模になっている学校、大山小学校、志村第三小学校、板橋第八小学校、

板橋第九小学校、それぞれの学校で本当に物すごい努力をしています。地域との

関係なり、子供たちに対しても、それから教育的なところでも非常に頑張ってい

ますので、それは十分、地域の親には伝わっているだろうと思うのです。 

       ただ、人数が減ってきて１学級になってしまったのと、ほかの学校もみんな同

じように一生懸命頑張っていますので、そのときに親がどちらを選んでくるかと

いったときに、ずっと６年間１クラスでいってしまうということよりは、クラス

替えができるというところで、親が選択してきているのだろうと思います。１５

０人、６学級以下というものをつくりましたので、それが風評という形で、それ

によって「もうなくなるのではないか」という不安を保護者の方が持たれてしま

ったというのが事実だと思うのです。 

       志村第三小学校もそうですが、結構、区境のところの学校などが小さくなって

きているのです。他区へ行ってしまったり、他区から来ている場合もありますけ

れども、どうしても、住民基本台帳人口そのものが一定ありますけれども、うん

と小さいです。そういうところで、なかなか来てもらえないという実態になって
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いるかなと思っております。 

会 長  ありがとうございます。 

委   員  私は、学校が努力されていることは否定していないのです。だから、尐なくな

っているところには、これからでも、今からでも、特別な施策が必要ではないか

ということです。要は、学校が尐なくなっている症状が違うわけです。その症状

が違う人に対して「頑張れ、頑張れ」と精神論だけでは、私はだめだと思うので

す。だから、努力は分かるので、その上で特別な施策をやっていかないとだめな

のではないのかという提言です。そこで、「何かありませんか」ということです。 

       また、今までやってきたものがあればご紹介してくださいという質問です。 

委 員  私も、この審議会は初めてなものですから、余り内容は詳しく分かっていない

ところもあるのですけれども。教えていただきたいのですけれども、この審議会

の目標というか、どういうスケジューリングで、どの時点まで、どういうふうに

するのでしょうか。私も勉強不足で申しわけないのですけれども、要するに、先

ほど○○先生がおっしゃっていたように、我々地元の人間からしてみると、個別

の名前は、「ここの小学校が危ないからなくなってしまうのではないか」みたい

なことは、すごくセンシティブなのです。我々、議員などは特にそうなので、う

かつに話などできないですけれども、でも、事実として、我々が育ったころ、昭

和４０年代、５０年代ぐらいのときは児童・生徒が６万人ぐらいいたわけで、今

は３万人ぐらい。半分になってしまっているわけです。ですから、単純に考えれ

ば、学校は半分でもいいのではないかということも議論として出てくると思うの

ですけれども、そういうわけにはいかない部分があって、それをどういう目標に

していって、どうしていくのか。当然、今、○○委員がおっしゃっていたとおり、

一つ一つ魅力をつくって、例えば、どこどこの小学校が尐ない、では、そこの魅

力をアップしてあげて、低空飛行なのを、もう尐し持ち上げてあげるというのが

本当にいいのか。 

       我々地元の人間として見れば、そういうふうに頑張って、何とかつぶさないよ

うにと思うのですけれども、この審議会というのは適正規模をどういうふうに考

えるのかなので、個別のことになると、もしも自分の母校だと、私も守ってしま

うと思うのです。自分の地元の学校だったら守ってしまうと思うので、その最終

目的地は、どう考えているのか。この審議会というのは何年ぐらい続けるものな

のか、そこら辺を教えていただきたいのですけれども。 

会 長  審議会について、今、９回目ですか。既に８回まで終わっておりますけれども、

大体どこをどうするのか。それから、この審議会のもう一度おさらいになりまし

ょうか、性格的なことも含めて、タイムテーブルはどうやるか、次回のスケジュ

ール等をどうするのか、報告書をまとめるのか、これは事務局の方で後からお話

がある予定だったのですけれども、折角、出ましたものですから、今ご説明いた

だければと思います。 

事 務 局  私からご説明いたします。 

       当審議会につきましては、既に２年間審議を行っております。当初は、平成２

２年度で答申を出すというところを目標に進めてきたわけでありましたけれども、
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様々な事情によりまして今年度、平成２３年度に最終的な審議会としての答申が

持ち越されている状況でありますので、今年度いっぱいに答申を出すということ

を目指して進めております。 

       開催回数につきましては、今年度は今日を含めまして５回ということですので、

先々のスケジュール等を考えますと、年内には中間のまとめというものを出せれ

ばと考えております。さらには議会日程等も含めてあるのですけれども、２月な

いし３月の、年度のおしまいのところで答申を出すという形になります。ですの

で、考えるところ、中間のまとめまでは今日を含めまして３回。４回目には中間

のまとめを実際にもんでいただくような形になろうかと思いますので、流れとし

ては、そういう形になっております。 

       その性格上というものにつきましては、答申の出し方とか、そういったものに

もよるでしょうけれども、基本的には、今回の資料６のような形で、個別の事象

は載せておりますけれども、審議会としての答申は、大所高所といいましょうか、

大きな視点で、統一的な観点をまとめて出していただくという性格になろうかと

思います。 

       現実的には、答申の出し方にもよろうかと思いますけれども、実際の個別な計

画であったりとか、個別に手を掛けるような部分については、答申後に計画等を

策定していく必要があると考えております。 

会 長  ありがとうございました。そういうわけで、今日を入れてあと５回ぐらいを考

えている。あとは、年内にある程度は粗々の中間報告書みたいなものをまとめて、

年が明けて年度内に、つまり来年の３月までの間に報告書を形としてまとめたい。 

       そうなりますと、途中でパブリックコメントみたいなものも入れる予定でしょ

うか。区民の皆さんのお考え等は。 

事 務 局  当然、パブリックコメントをやるとなると、中間のまとめをご覧になっていた

だいて。 

会 長  分かりました。今日は、あと５回ということで、また新しく委員になられた方

には「なんだ、そんなに早く行ってしまうのか」ということになろうかと思うの

ですが、既にもう８回続けてきておりまして、今日も話題になったようなことが

過去に議題として出たりしておりますので、大変恐縮でございますが、また過去

の会議録、議事録等もご覧いただきながら、新しいご意見を賜ればより深い進言

ができるかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

       それでは、先ほど魅力ある学校づくりと、適正規模・適正配置の問題との絡み

もあったのですが、本来ならば、そういうことについては学校の校長先生たちが

いらっしゃるのでご意見をと思ったら、今日はたまたまお二人とも欠席なもので

すから、ほかに委員の方で、魅力ある学校づくりとの関連でご意見ある方は。 

委 員  私は志村ですけれども、志村第亓中学校のＰＴＡ会長をしております。すぐ近

くの志村第三中学校が、つい最近建て直しまして、そのときに、うちの学校では

１年生が２クラスになりました。今年になって、また３クラスに戻りました。 

       志村第三中学校が５クラスあるのに、もっと減るのかなと思ったのですけれど

も３クラスに戻りました。特別に、いい学校づくりとか何かをしているわけでは
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ないのですけれども、うちの学校は落ち着いている。そんなに元気な子がいない。

特徴がないということで、逆に人気があるようなところもあるだろうし、志村第

三中学校は元気のある子がいっぱいいる分、おとなしい子はうちに来る。文科系

の部活をやりたい子はうちに来る。だから、いい学校づくりをするのもいいので

すけれども、落ち着いた学校づくりというのも、また必要なのかなと思います。 

       自分のことを言うと、実は志村第二中学校なのです。住まいが東坂下というと

ころなので本当は志村第三中学校だったのですけれども、志村第四小学校という

のが学校の区域内で、志村第四小学校といいますと、みんな友達が志村第二中学

校に行ってしまうのです。そんな関係で、学区域を飛び越えて志村第二中学校に

行ったのですけれども、実は遠くて３０分以上かかりまして。中学校のときは、

特別ここの学校がいいとか、あそこの学校がいいということは自分の中ではなか

ったです。ただ、今の子たちは、部活がいいだとか、クラブをやりたいという子

は結構遠くまで行くようになっています。 

       それと、町会には地域センターの所長も学校の先生も遠慮してしまっていると

ころもあるし、中学校を主体に、小学校を考えた方がいいように思います。 

       あとは、何でその学校を選ばないかというのは、子供たちの親の意見が一番大

事だと思うのです。ここで、数をどうのこうのと並べても、行くのは子供たちで

すから、その子たちのアンケートなり何なり、「何でこの学校を選んだか」とか、

「何でこの学校を選ばないか」というのが一番大事な話であって、保護者たちの

風評というか、あの学校はなくなるとか、あの学校はどうなるとかというのが結

構重要な話でありまして、まず、そこを捉えてからのことかなと思っています。 

       以上です。 

会 長  ありがとうございました。色々と、今の魅力ある学校づくりとの関係で、適正

配置の問題、小規模校の発生等の話題も出ました。その中に、魅力ある学校づく

りだけではなくて、子供たちの友人関係、あるいは生活指導、問題行動、あるい

は中学校でいえば部活、あるいは、その他交通の問題、距離の問題等、話題にな

っていました。そこで、町会の話が出たものですから、一言ください。 

委 員  見守り隊だ何だと、何をやるにしてもみんな町会に来ますよね。 

委 員  うちの地域の町会長には、ものすごく協力してもらっています。 

委 員  地域差はあると思います。うちの地域の町会長はすごく協力的です。 

委 員  うちの方は、余り協力してないかもしれないけれども。 

会 長  皆さん、色々とそれぞれのお立場で一生懸命やっていただいていると思います。 

       たまたま、何かのことで誤解があったりすることもあろうかと思いますが、一

生懸命、子供たちのため、地域のために頑張っておられると思うのです。それが、

お互いに上手く理解されているか、ちょっとした齟齬があって誤解を招いたりす

ることもあろうかと思いますが、狙いは皆さん一緒だと思っております。 

委   員  私は富士見地区ですけれども、小学校が小規模校です。確かにそういうのはあ

ります。だけれども、小学校が尐なければ尐ないなりに町会がどんどん携わって

一緒にやって盛り上がっている学校もあるのです。 

       だから、それを伸ばしていただければ。小規模校なら小規模校なりのいいとこ
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ろを残して、それでやっていけば、適正配置は、規模よりも配置の方で残した方

がいいかなということです。 

会 長  そういったご意見もあるわけです。 

委 員  先ほどの風評に関連する話なのかもしれませんが、この審議会のメインのとこ

ろではないですけれども、学校選択制の話が出ました。私も、学校のそれぞれの

特色を各学校で出しましょうということで、ホームページをつくってみたり、あ

るいは地域に出す学校の広報誌みたいなのを学校独自でそれぞれの特徴を出して

取り組みましょうということで、これまでもやってきたし、今からもずっと続け

ていく、それは素晴らしいことだと思うのです。 

       そのときに、小学校の連合会としては、余りにも先生が全部やると疲れてしま

うから、先生から外してほしいと逆にお願いしたぐらい、それぐらい学校の先生

方は意識を持ってやっていただいたというので、これ以上何かをしろというのは

逆に無理かなと。 

       現場の我々、ＰＴＡも含めて、ＰＴＡも町会も地域も学校を支援する立場です。

ですから、これからが本番で、小規模校は小規模校なりの施策がないかというこ

とです。これは予算をつける、つけないに限らず、今話し合ったものが８割方あ

りまして、何を目指すかというところなのです。その小学校の特色といいまして

も難しいもので、学校を取り巻く地域の環境は、みんな一律にそれぞれの学校に

こうやれといっても実際はできません。例えば、「区でこう決めたから、小規模

校はこうやりなさい」といっても、多分それはできないところなのです。 

       何をどうしなければいけないかといえば、小規模校は小規模校のいい面があり

ますということ。それから、我々のメインであるこの答申、どういうふうに適正

配置を行って、これは単に、今回出ているような大山小学校だとか個別ケースに

対応する話ではなく、「こういう形で進みます、こういう学校を目指します。で

も、その中でも小規模校というのも必要です、いい面があるのです」と、これを

公に出さないと、さっきの風評につながる話ですから。 

       小規模校のどんな面がいいかというのを、さっき言った、上からおろせない分

どうしたらいいかというと、１つにはコミュニティスクールのような方法を地域

の方と一体になって進める。その方法としては、学校の校長先生がやる場合もあ

るでしょうし、今、区で進めている学校地域支援本部というのもあるでしょうし、

成増小学校がやっているような地域本部、ああいう形で小規模校を支援する方法

をつくっていく、これも１つの方法だと思うのです。 

       それ以外に、小規模校の中でも特別扱いしてはいけないのでしょうけれども、

外国語活動というのがこれからどんどん増えていきますから、そういう授業の外

国語活動以外に、アフタースクールのようなものを今「あいキッズ」でやってい

ますけれども、あれは業者に委託していますから、それではなくて、学校なり地

域なりＰＴＡなりそういったところが主となってやる。そういう学校が、初めて

学校の周りの父兄たちに「やっているのだな」と、そこが見えてくるのだと思い

ます。 

       町会であったり商店街であったり、児童館であったりという周り、学校を取り
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巻く色んな子供に関わる方々の協力が深いですので、そこを誰が取りまとめるか

が一番難しいところだと思うのです。そこの目標を持たないと多分いけないとい

うのが１つ。 

       それから、先ほどの話に触れますけれども、風評被害のところで、先ほど「小

規模校は小規模校の必要性がある」ということを言いましたけれども、それと同

時に、どういう形になるか分かりませんが、この審議会で答申が出た場合に、今

後この形で板橋区はやりたい、そして小規模校を認めた上で、今後１０年、２０

年はもう変えない、特別避難的に５人とか１０人というのがあったらそれは別で

すけれども、この形で進みますというのを出す必要があると思うのです。 

       先ほど、皆さんからあったように、風評というのは、親が、「なくなってしま

うかもしれない」ということが１つと、「尐なくなるとＰＴＡ活動が大変だ」と、

基本的にはこの２つなのです。お母さんの数が減ってしまうから自分にくる負担

が大きくなる。極端に言えばこの２つです。 

       そういう意識のない人は尐ないです。実際は、皆さんにやっていただけるので

すけれども、選ぶ段階では、正直、そういうところも若干はあるかなと思ってい

ます。 

       ですから、個別具体的なこういうデータが小委員会から出され、こういう検討

をしていいかどうか、この審議会の中で皆さんのコンセンサスが得られるのであ

ればもう尐し進めていきたいという部分と、あとは、これをやる上で、全然話が

違うと思うのですけれども、過去、これからも含めて、学校の改築あるいは改修

計画が、個別具体的に、例えば統廃合ということになったときには必要になって

きます。 

       この学校は５年、１０年前に既に改築を終わってしまっていると、もう２０年、

３０年スパンでその学校は変わらない。でも、この学校はもう築４０年だから、

ひょっとしたら改築のときに受け入れ可能教室数を、計画でもう尐し盛ってしま

えば、もっと子供たちを入れられるという計画もあると思うので、それは行政の

方々にやっていただくことなのかもしれないですけれども、我々の検討する中の

データというか、検討を考慮するということが必要かなと思っています。 

       これは、会長からあったように、今までは全般、５３校、２３校全部出ていま

したけれども、それの必要のないところなのかなと思うのです。今言ったのは、

個別具体的なときに必要かなというデータとして私が思っているだけなので、そ

れが必要かどうかはこの中で決めていただければいいと思うのですけれども。 

       大規模校についてもあるのですけれども、これについては次回の小委員会のと

きにでも尐し詰めたい部分がありますので、今回は差し控えます。 

会 長  ありがとうございました。今、各委員から色々と本音を語っていただきまして、

大変ありがとうございます。 

       確かに、今、特に小規模校あるいは風評被害の問題等につきまして話題になっ

た事柄が幾つかありましたけれども、これらも、今までにも大分具体的にお話が

出ていたことではなかったかと思っております。 

       それから一方で、学校の先生方が非常に一生懸命やっておられる、今日は校長
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先生がいらっしゃらなかったのですけれども、これ以上学校の先生方に負担を掛

けたらパンクするというぐらいに、皆さん一生懸命やっておられます。 

       そういう中にありますので、どうやってこの魅力ある学校づくりをするかとい

うことは、学校の教師、先生方だけではなくて、地域も行政も含めて、あるいは

町会もみんな含めてやることだろうと思っております。 

       ですから、その辺のありようについては、またどこか頭の中に置きながら話を

進めていけたらと思っております。 

       もう一度また話を戻しますけれども、今日話し合ってきた事柄は、どちらかと

いうと適正配置に関わって、従前言われてきたような中学校区域を中心にしてや

ってみたらどうだということと、あるいは地域センターを中心に見たときはどう

だったかということから話を進めていきながら、それでも一本化できないので、

例えばこういう問題が考えられる、こういう課題があるようなところということ

で、３つの地区をピックアップしたわけです。それを、たまたまこういう資料と

して資料６にお示ししたわけです。 

       決して、これは、それをストレートにおろすものでもなければ何でもない。協

議する上での材料として示されたものなのですが、たまたま具体的で数値も出て

いたものですから、皆様方の大変活発な意見が出たのですが、あくまでも、こう

いうことが考えられる、だから、そういうときにどうあったらいいのかというと

きに、一般論としての教育論と、それから具体におろしたときの各論では、総論

は賛成だけれども、各論になると「いや、これは」ということも出てくる。その

辺のところは前から何度も委員の皆様方から話題が出ているところでございます。 

       今日は大分時間が経過してきておりますので、今話題になったようなことを基

にしながら、再度、また次回に、もう尐し具体的に考えていきたいと思います。 

       今日の場合は、資料をいただきました第１回から第８回までの論点の整理とい

うことを示していただきました。私は、非常に頭を整理する上で参考になりまし

た。 

       それから、あとは、今までの過去の議事録等をもう一度私も読み直さなければ

いけないなと思っておりますが、それをやった上で、従前、これまでやってきた

会議の蓄積を、今度はもう尐し整理しながら、よりよいものに磨き上げていきた

いと考えております。 

       今日、小委員会からいただいた報告の中にもあったように、くどいようですけ

れども、事例の検討によって何とか一般化できる改善策、方策はないかというこ

とでございますので、この辺は坂東委員長からお話があったのですが、それを私

たちも、もう一度確認して、よりよいものにしていけたらと思っております。 

       それから、先ほど、地域ということが話題になったのですけれども、地域の概

念というのは、これから考えていかなければいけないと、私は考えております。

地域あっての学校でもあるし、学校あっての地域でもあるわけです。 

       これから先、先ほど申したようなコミュニティセンター的な地域の中にある学

校として、それこそ日ごろからの震災の対応も含めて、地域の活性化も含めて、

その学校のありようというものを考えなければいけないだろうということもあり
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ます。 

       一方ではまた、先ほど○○委員からあったように、子供たちが２０人以下の場

合、いいのかどうかということも教育論として考えていかなければいけないと思

うのです。これは、あくまでも一般論、教育論ですが。そういうように、色々な

条件、諸要素を頭に置きながら、そろそろまとめていかなければいけないのだろ

うと思います。 

       皆さん全員が賛成できれば、これにこしたことはないのですが、これはなかな

かいかない部分だろうと思います。ですから、一方では、自分たちの因って立つ

地域や学校のことはよそに置いておいて、あるべき論として、教育論、一般論と

してどうあるべきかということを考えていただかなければいけないし、さはさり

ながら、一方では、目の前の現実、地元の地域のことを考えてどうあるべきか、

これも考えなければいけない。本当に二律背反で、非常に難しい部分であります

けれども、何とか皆さんの智恵を出し合ってまとめていけたらいいかなと思って

おります。 

       そんな意味で、また、委員長を始め小委員会の皆さん方にはご迷惑を掛けるの

ですけれども、今日の話し合いを整理していただきまして、今日を除きますと、

あと４回の委員会までに何とかまとめていきたいと考えております。何とか本日

の検討結果に基づきまして、再度また適正規模や適正配置につきまして、考えら

れる具体的な方策についてお示しいただいて、それをまた、たたき台にしてこの

審議会で検討していきたいと、そのように考えておりますけれども、そんな方向

性でいかがでしょうか。 

委 員  先ほどのお話を伺っていて、私は、この審議会の中で個別具体的なものも含め

て結論を出していく、示すものを一定程度出していくという非常に重要な面もあ

ると思うのですけれども、平成１３年の答申のときに、その結果、何が問題にな

ったかというと、「こうします」という結論が地域に初めて出されて、その結果

を受けざるを得なかったというのが非常に大きな問題になったのではないかと思

うのです。 

       示されたときに、「それは受けられない」となって、その平成１３年答申があ

る意味では通用しなくなった。それで、もう一度この審議会となっていると思う

のです。そういう意味では、それぞれ各界の代表の方がお見えになっているわけ

ですけれども、地域性が非常に違っているだろうと思うのです。先ほどのお話で

も、一生懸命やった会長のように、やっているところもあれば、毎年、会長が変

わって、とにかく順番でやっていきますというところもあるだろうし、それから

ＰＴＡの活動が活発なところと、それこそ、なるべくやらないで済ませたいとい

うところもあるだろうし。 

       ですから、ここでこうしますという結論を、余り枠をはめるということよりは、

区民の方々とか、それぞれの該当する地域の方々の意見をどうやって聴取してい

くかというのが非常に重要だと思うのです。 

       このままいくと、「審議会で中間のまとめを出しました」、「では、パブリッ

クコメントです」、「最終まとめです」と、なりかねないと思うのです。でも、



23 

それだと前の答申のときと同じではないかなと思うので、この審議会の審議の中

で、どうやって個別具体的な地域の方々の意見とか、そこに関わる方々の意見を

議論する機会をつくっていけるのかということを、是非、審議会の議題として今

後検討していただきたいと思ったのです。 

       私たちは、もちろんこの審議会としても責任は果たしたいですけれども、ここ

で決まったことを地域へ持ってきたときに、「いや、うちの地域はそんなことは

考えてなかった」となってしまうと、結局、平成１３年答申と一緒になってしま

うかなと思うので、そこは、新しい審議会として検討していく必要があるのでは

ないかと思っているのですが。 

会 長  平成１３年答申は、資料の「参考」の４ページにありましたね。資料４の最後

の方に「第一次答申」が出ています。 

       ただ、ここで住民の声を聞くというときに、くどいようですが、先ほど来、適

正規模・適正配置について色々教育論、あるいは地域の方々のお考えをベースに

してやったときに、なかなか一本化できにくい難しいところというか、課題が多

いところとして３つのブロックを、先ほど来、示されてきたわけで、その他につ

いては、色々すんなりいかないけれども何とか解決できるのではなかろうかとい

うお考えがあったのではないかと思うのですけれども。 

       そんなわけで、地域の声ということは十分皆さんにご理解いただいていると思

うのです。ただ、この板橋区の中で地域といっても、それぞれ地域の事情がみん

な違うのです。ですから、「地域の声」といったときに、みんなそれぞれ一つ一

つに当たっていかないことには、なかなか難しくなってくるのではないかという

気がしております。 

       この審議会の方針としては、ある程度、一般論といいましょうか、べき論とい

いましょうか、そういう方向性、大まかなものを示していくような形でまとめて

いくことになろうかと思っているのです。余り細かく、「何々地区はこの学校を

廃校しろ」とか具体論はここでやることではないです。 

委 員  それは出さない方がいいと思うのです。 

会 長  と思いますので。 

委 員  先ほど京都方式とありましたけれども、どの範囲にするかということも含めて、

地域の方々に議論をする機会を持ってもらうというのは非常に重要ではないかと

思っているという意味です。 

会 長  この審議会の報告を出した後での具体、各論は、また別途、委員会としてやる

わけですね。この報告書を受けて具体的に推進するわけですね。 

事 務 局  答申を受けて。 

会 長  その答申が非常に細かく細部にわたってまで規定するわけではないわけですね。 

事 務 局  平成１３年のときには、この答申を受けて、その答申に従って教育委員会が推

進してきた。 

会 長  実施したわけですね。 

事 務 局  ということです。ですが、これまでのお話のとおり、当時とは全く状況が違い

ますし、学校と地域との存在のあり方も違いますので、その答申を受けて実施と
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いう同じ形式では当然いかないとは考えております。 

       その後の計画の立て方、ある意味で地域への委ね方は様々な手法があると思う

ので、もう尐しそこの部分についてはしっかり考えていかなければいけないと思

いますが、今、ある意味では、この審議会での答申の姿というのは、何となく今

日のご審議でも垣間見えたような気がいたしますので、そういった部分のイメー

ジというのも、事務局としては取り掛かって考えて参りたいと思います。 

会 長  尊重してもらいたいと。ただ、時間的にも、これから各地区の声というときに、

地区といっても様々、色々ありますので全部聞くわけにもいかないだろうと思い

ますし、そういう点で、区民からの色んな情報等について今までも公開しており

ますので、そういうところからのご意見等もいただけたらと思います。 

       どちらかと言うと、一般論ということになりましょうか。先ほど来、副委員長

からお話があったとおり、この３つのブロックの例も、あくまでもこれは一般化

するための、具体的な改善策を模索する上での例として挙げられているのです。 

       これを見て、こういうところに問題があるではないかとか、児童数が減るでは

ないかとか、近くに団地ができるではないかとか、あるいは統廃合したときにこ

ういう問題が起こるだろうとか、あるいは交通の便が悪いとか、あるいは危険な

ところがある、大きな道路を渡らなければいけないからとか、色んな条件がある

わけです。 

       だから、その辺のところについては、あくまでも一般論として、一般化するた

めの例として挙がっていると思いますので、これらを基にしながら、もう尐し細

部にわたって細かく具体で示し、それをそのとおりやれということではない形で

進めていきたいと思っております。 

       その際、当然、今お話があったように地域の声を生かすということについては、

重々、我々全員が確認しておきたいと思うのですけれども。 

委 員  前段でも、色々、京都方式の議論をされてきたということですが、もう尐し補

足させてください。 

       京都方式というのはお尻が決まっているのです。要は、地域の合意のないもの

は、ずっと小規模校でいきますと。情報を明らかにしています。どういう情報を

明らかにしているかというと、先ほど言われたように、学校の改築だとか耐用年

数、改修だとか、そういう情報を全部明らかにして、この学校は耐用年数が足り

なくなります、それでも小規模校でもいいですかと。いいですと。それで、古い

ままずっといきます、人数が尐ないままでずっといきます。 

       それプラス、魅力ある学校づくりを、メニューもちゃんと出します、予算もつ

けます。そして、そちらの方がいいとなったら、今度はそちらに踏み出すような

仕組みになっているわけです。 

       ですので、先ほど、魅力ある学校づくりについても色々ご提言があったので、

私は大賛成だと思うのです。そういうメニューもつくる必要があると思います。

それから、その学校の個別のフレーム、物理的な制限もはっきりと示して、その

上で、地域の人がどう議論して決めていくのという体制をこの審議会で提言でき

れば、私はすごくいいのではないかという気がしております。一個人の意見です。 
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会 長  ありがとうございます。京都方式は、ああいう制度で、なかなかいいアイデア

なのでみんなで共通理解して、今またご発言がありましたので、もう一回確認し

ておきたいと思います。 

       さて、それで色んなご意見が出たのですが、また戻りますけれども、小委員会

からこういう意見が出ていますが、今日は非常に具体的な３つの地区の例を挙げ

ていただいたので、非常に各委員からご発言いただきまして、大変色んなお話が

出たということで参考になりました。これをまたベースにしながら小委員会の方

で具体的に、また方策等を考えていただきたいと思いますが、それでよろしゅう

ございますか。 

       小委員会がこれをまとめるのはなかなか大変なのですけれども、言う方は楽で

すが、まとめる方は大変ですけれども。 

委 員  事務局のお力をお借りして。 

会 長  「事務局のお力をお借りして」ということでございますので、事務局も忙しい

ところ申しわけありませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

       それから、そういう方向で進めたいと思いますが、また新しい委員の方もいら

っしゃいますので、この資料があったらどうだということがありましたら。 

委 員  先ほど話に出ましたけれども、各小学校で人数がこれだけというのはあるので

すけれども、校舎の耐用年数がこれからどうだとか、改築を終わってどうだとか、

そういうことも合わせて小学校ごとに書いてあると、もっと明確に分かるかなと

思うので、そういう資料。資料が一人歩きしてしまったら困るのですけれども、

この委員には、そういうものを配った方がいいのかなと思います。細かい資料を、

是非。 

会 長  事務局の方で、それはいかがでしょうか。つまり、例えば、もう改築が終わっ

てしまった学校、耐震工事も終わりましたというところもある。逆に、まだやっ

ていないし、もう４０年、５０年経っている古い校舎で、ひょっとしたら危ない

というところで、京都方式を考えながらおっしゃったのではないかと思うのです

けれども。もし、できれば、分かる範囲で結構だと思いますが。 

       あるいは、またこの資料も、この委員会の中の手持ちみたいな形でもいいだろ

うと思います。部会でも結構ですが、できる範囲でと思いますが。 

事 務 局  分かりました。平成２７年度まではプランの中で決まっております。改築の状

況と築年数。ただ、耐用年数となると、それぞれの校舎でコンクリート強度云々、

色々のパターンがありますので難しいのですけれども、築年数というのでしょう

か、何年に建てられて、いつごろ大規模改修をしていて、あるいは改築をして、

まだ手をつけてなくてというのを見るような表はつくることができると思います。 

会 長  恐らく、委員は、この学校があと何十年続くか、もう間もなくあの校舎は危な

いから壊すのだとかいうところもあれば、いや、つい去年改築工事をしたのだか

ら、耐震工事も終わったのだから、絶対これは大丈夫だとか、その辺の、先が見

えるかどうかの判断をされたいということだろうと思いますので、その辺の意向

を汲んでいただいて、参考になるような資料があれば出していただけたらと思い

ます。そういう意味でございます。 
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       ほかの委員で、どうですか。何か、ありませんでしたか。 

（なし） 

会 長  ありがとうございます。なければ、もう大分、長時間にわたって検討いただき

ましたので、ここら辺でまとめていきたいと思います。 

       小委員会の方、また委員長、大変なご意見が出て大変だったと思いますけれど

も、また、まとめていただけたらと思います。なければ、事務局の方から連絡等

いただけたらと思いますが。 

事 務 局  今後の日程というところですけれども、次回の審議会につきましては、後日、

改めまして連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

会 長  ほかに、何か連絡はございましょうか。 

事 務 局  小委員会につきましては、調整の上、改めて連絡をさせていただきます。 

会 長  小委員会については、小委員会の委員の皆さん方、引き続きよろしくお願いい

たしたいと思います。 

       それでは、大変長時間にわたりまして、暑い中、お疲れのところですが、あり

がとうございました。では、これでお開きにします。ありがとうございました。 


